


 

 

 

【申請書裏面（白紙）記載事項】 

① 表面の申請者氏名欄に氏名が書ききれない場合には、紙面上方にフルネームを記入してく

ださい。 

② 収入証紙、納付済証及び振込証明書等（都道府県によって異なる。）は紙面下方に貼付して

ください。その際、セロハンテープを使用しないでください。 

        申請書裏面（白紙） 

 

                    氏名記入概ねの位置   

 

 

 

                    収入証紙等概ねの貼付（収入証紙は重ならないよう

に貼付してください。）又は申請書用番号記入位置 

 

 

手 

 

数 
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宮城県 １ 電子申請「みやぎ電子申請サービス」（クレジットカード、PayPay による納付）  

宮城県ホームページ内「みやぎ電子申請サービス」から電子申請し、クレジットカ

ード又は PayPayで納付してください。その後、写真・既得免状・返送用封筒等を当セ

ンター宮城県支部まで郵送してください。  

２ 書面申請(手数料セルフレジ、収入証紙による納付)  

宮城県内の手数料セルフレジにて納付し、シール状の「レシート（提出用）」を申請

書の所定の欄に貼り付けて提出してください。申請書は当センター宮城県支部のホー

ムページからダウンロードするか、宮城県内の各消防本部から入手してください。  

（収入証紙は令和７年９月末で販売を終了し、令和８年４月１日以降は利用できなく

なります。収入証紙で納付する場合は、金額に留意願います。）  

※詳しくは、当センター宮城県部のホームページをご覧ください。 

埼玉県 手数料は、クレジットカード、ペイジー又は納付書により納付してください。 

このため、書換・再交付請書は当センター埼玉県支部のホームページからダウンロー

ドするか、埼玉県内の各消防本部から入手ください。 

具体的な納付要領は、次のとおりです。 

１ クレジットカード、ペイジーによる納付 

  埼玉県ホームペー申ジ内の「埼玉県電子申請・届出サービス」に入り手続きをし、埼

玉県から送信される「手数料支払方法の御案内【埼玉県電子申請】メールにある１２桁

オ ン ラ イ ン で 法 定 講 習 を 受 講 さ れ た み な さ ま へ 

講習修了時に講習実施機関から発行された受講証明書又は修了証は、免状と一緒

に大切に保管し、免状の申請時に、申請書と一緒に提出してください。 



の整理番号を書換・再交付申請書裏面に記載してください。 

２ 納付書による納付 

埼玉県内の各消防本部及び当センター埼玉県支部で納付書を配布していますので、

金融機関（郵便局、コンビニを除く）で支払いを行い本人控えの納付書兼領収書（コ

ピー可）を書換・再交付申請書の裏面にのりづけして提出してください。 

東京都 納付書によりお振り込みいただき、その時の領収証書を、申請書には貼らずに同封してく

ださい。 

神奈川県 神奈川県収入済通知書（納付済証）によりお振込みいただき、その納付済証を申請書

裏面の下方に貼付してください。なお、令和８年３月３１日までは神奈川県収入証紙の

利用は可能です。 

・収入済通知書（納付済証）に関するお問い合わせ 

神奈川県消防保安課（電話：０４５-２１０-３４３６） 

福井県 福井県の「手数料納付システム」又は「納付書」により納付してください。 

１ 手数料納付システムによる納付 

  福井県消防保安課ホームページ内の「【手数料納付システム】危険物取扱者・消防設

備士免状の書換・再交付申請書の手数料納付」により手続きを行い、福井県から送付さ

れる「取引 ID（12桁）」を書換・再交付申請書裏面に記載ください。 

２ 納付書による納付 

 福井県内の各消防署及び当センター福井県支部で納付書を配布しております。納付

書により、金融機関、コンビニで支払いを行い、「納付済証」を書換・再交付申請書裏

面に貼付してください。 

京都府 １ 京都府庁や各広域振興局の専用窓口で納付した場合は、窓口で発行された「納付済証」

を申請書裏面の下方の位置に貼付してください。 

２ 納付書によりお振り込みされた場合は、「納税証明書〈納付済証〉」を申請書裏面の下

方の位置に貼付してください（写真書換を伴う書換申請に限り利用可能）。 

３ ｗｅｂ事前登録後にコンビニで納付した場合は、発行された申請書用番号（Ｃから始

まる９桁）を申請書裏面の下方の位置に記入してください。 

大阪府 １ 納付書によりお振り込みした場合は、大阪府手数料納付済証（大阪府行政事務申請手

続用）を図のとおり、申請書裏面の下方の位置に貼付してください。 

２ コンビニエンスストアでお支払いの場合は「大阪府コンビニ納付サービス」において、

受付番号の発行を受けた上で、コンビニエンスストア内の端末機器に受付番号等を入力

し、そこのレジで手数料を納付し、発行された大阪府手数料納付済証（大阪府行政事務

申請手続き用）を図のとおり、申請書裏面の下方の位置に貼付してください。 

鳥取県 納付書によりお振り込みいただき、その時の納付済証を、図のとおり申請書裏面の下方の

位置に貼付してください。 

広島県 納付書によりお振り込みいただき、その時の払込証明書を、図のとおり申請書裏面の下方

の位置に貼付してください。 

岡山県 岡山県内の手数料収納専用窓口にて、バーコードを利用して納付します。 

バーコードは、当センター岡山県支部ホームページから印刷するか、岡山県内の消防署で

配布する「危険物取扱者免状及び消防設備士免状の交付・書換え・再交付申請に係る手数

料支払い方法の変更について」の裏面のものを利用してください。 



手数料納付時に発行される「納付済証」を新規交付の場合は、試験結果通知書の手数料納

付済証貼付欄に、書換え・再交付の場合は申請書の裏面下部に貼付してください。 

長崎県 

 

手数料は、クレジットカード、コード決済、コンビニ決済、又は納付書により納付し

てください。 

このため、書換・再交付申請書は当センター長崎県支部のホームページからダウンロ

ードするか、長崎県内の各消防本部（局）から入手ください。 

具体的な納付要領は、次のとおりです。 

１ クレジットカード、コード決済、コンビニ決済による納付 

  長崎県ホームページ内「危険物取扱者・消防設備士免状申請の手数料支払い【電子納

付】画面から該当する種類の「長崎県電子申請システム」に入って手続きを行い、長崎

県から送付される【申請完了通知メール】にある１２桁の整理番号を書換・再交付申請

書裏面に記載してください。 

２ 納付書による納付 

長崎県内の各消防本部（局）、当センター長崎県支部、長崎県消防保安室で納付書を配

布していますので、金融機関（長崎県内の金融機関、九州内のゆうちょ銀行、全国のみ

ずほ銀行）で支払いを行い、納付済証と照合票（コピー不可）を書換・再交付申請書裏

面に貼付して提出してください。 

その他の道

府県 

申請先道府県の収入証紙（福岡県の場合は、領収証紙）を、図のとおり申請書裏面の下方

の位置に重ならないように貼付してください。 

注意！収入印紙ではありません。 

 

 


